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はじめに 

令和元年 11 月 7 日に開催された『第 55 回

全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会』の

安全衛生表彰において、「優良賞」という栄誉

ある賞を受賞させていただきました。誠にあ

りがとうございました。 

これもひとえに陸上貨物運送事業労働災害

防止協会埼玉県支部様、埼玉県トラック協会

様並びに関係各社様のご支援・ご指導のおか

げと深く感謝申し上げます。 

弊社は、埼玉県さいたま市に本社を置き、平

成元年 8 月に設立し、一般貨物自動車運送事

業をはじめ、貨物利用運送事業、作業請負事業、

保管業、家電リサイクル指定取引場所を業と

して行っております。従業員数は 93 名。車両

は大型 15 両、中型 16 台、小型 15 台、フォー

クリフトを 4 台保有しております。また、グ

ループ会社として一般貸切旅客自動車運送事

業、旅行業を業とする観光交通会社及び車両

も含めた安全管理のために自動車会社を有し

ております。 

 
 

１ 安全への取組 

[社内安全会議] 

毎月第 1 土曜日に各部署の管理者が集まり

安全会議を開催。 

第 3 土曜日には本社に森田グループ管理職

が集まり、安全委員会を開催しております。 

各社・各事業所の責任者を集めて、安全管理

のＰＤＣＡなどを行っています。 

[安全スローガン] 

『安全の確保はすべての業務に優先する』

を基本方針とし、自ら率先垂範を基に、全社員

が一丸となってすべての業務に安全第一を確

認、優先し輸送の品質を重んじ、常にその向上

に努めます。 

[社内安全教育] 

• 毎月第 1 土曜日に、当日運行のドライバ

ー以外が集まり、ミーティングを行ってお

ります。指導 12 項目に則り、毎月 1 項目

ずつ指導・教育を行い、また、ドライバー

の意見交換の場としております。参加でき

なかったドライバーに対しては個別に指

導しております。 

• 万が一、事故が発生した際は事故報告と

ともに、多角の要因分析と回避策などを話

し合い、再発防止に努めております。 

[安全講習会] 

毎年、春季及び秋季に森田グループの安全

講習会が開催されます。その都度安全輸送を
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テーマにした講義、提案、討議、発表などが行

われます。「安全・エコ対策の実績」、「運輸安

全マネジメントの取組」、「事故の報告、分析」、

「小集団活動とその成果」など、安全品質の向

上を目指し毎回熱心な討議が繰り広げられま

す。当日運行により参加できなかった従業員に

対しては別日を設け指導を徹底しております。 

安全講習会年間スケジュール 

春季安全講習会 5 月 

秋季安全講習会 11 月 

安全委員会開催(首都圏) 第 2 土曜日 

安全委員会開催(東北) 第 4 土曜日 

小集団活動（5～10 名） 毎月 1 回 

安全品質会議（管理者） 第 2・3・4 水曜日 

運輸安全マネジメント 通年 

[フォークリフト作業] 

フォークリフト作業については、昨年の秋

季安全講習会にて住友フォークリフト様より

講師を招き、実技と学科の教育を行いました。 

講師に実技を確認してもらうことで自分の

欠点を見つめ直すことができ、改めて安全に

対しての取組ができるものと考えます。 

 
 

[適正診断ナスバネット] 

適性診断の測定システム（ナスバネット）を

利用しております。 

いつでも受診できる為、忙しい乗務員の貴

重な時間を節約できることはメリットです。 

診断結果に基づいた指導をし、安全な運行

管理を行います。 

２ 衛生への取組 

[健康診断、有所見者への対応] 

健康診断は、毎年春に安全講習会と同時に

できるよう会場を借り、検診者対応可能の健

診機関に依頼し、全従業員が受診しておりま

す。なお、当日運行のドライバーについては、

トラック協会による健康診断を受診しており

ます。シフトなどにより両日とも受診が出来

ない者については、いつもお世話になってい

る近隣の医院にて予約を取り、受診させてお

ります。 

秋の健康診断は長距離運行が発生し得るド

ライバーと夜間運行のドライバーのみトラッ

ク協会主催の健康診断に出向いてもらいます。

当日の受診が出来ない者は、春と同様に近隣

の医院にて受診となります。 

有所見者には再検査実施要請書を期限付き

で配布し受けてもらいます。その結果に基づ

き、持病等や通院が必要とされる従業員に対

しては通院履歴を残しています。 

再検査や精密検査が必要とされた者には

『再検査実施要請』を発行し、期限を決めたう

えで必ず検査を受けるよう指示し、その検査

結果等の記録も残しています。 

従業員の高齢化もあり、会社が従業員の健

康状態を逐一把握するよう心掛けています。 

[熱中症・インフルエンザ予防] 

• 熱中症対策として、部署ごとに飲料水や

塩タブレットやアイス等を充実させて様子

を見ると共に各自体調の変化があるときは

無理せず涼しい空間で休むことを徹底して

おります。 

• インフルエンザにつきましては接種費用

を会社が負担し、毎年 10 月～11 月に全従

業員が接種するよう義務化しております。 

※接種によるアレルギー体質の者を除く 

３ その他の取組 

[職場のコミュニケーション] 

•新年会、•春：花見＆ＢＢＱ、•8 月最終土曜、

日曜を利用して社員旅行、•忘年会 

[表彰制度] 

連続 3 年間・5 年間・10 年間のドライバー

に「無事故無違反表彰」（春季安全講習会・秋

季安全講習会にて） 

お客様・荷主様からの表彰や高評価等があ

れば表彰（ドライバー・作業員問わず） 

労働災害防止への思い 

労働災害を未然に防ぐためには、法律で義

務付けられている取組を行うのはもちろんの

こと、企業が自主的な取組を行うことが重要

だと考えております。 

リスクを適切に洗い出し、従業員全員が危

険を適切に認識するようにし、労働災害防止

へ積極的に取り込まなければならないと考え

ております。 
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【厚生労働省からのお知らせ①】 

長時間労働が疑われる事業場に対する 
令和元年度の監督指導結果を公表します 

 厚生労働省では、このたび、令和元年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基

準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので公表します。 

 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えて

いると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行

われた事業場を対象としています。 

 対象となった 32,981 事業場のうち、15,593 事業場（47.3％）で違法な時間外労働を確認

したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に１か月当たり 80 時

間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,785 事業場（違法な時間外労働があ

ったもののうち 37.1％）でした。 

 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11 月の

「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。 

 
平成 31 年 4 月から令和 2 年 3 月迄に実施された長時間労働が疑われる事業場に対する監督

指導結果は次の URL からご覧ください（厚生労働省ホームページ）。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000667303.pdf 

【陸災防から会員事業場の皆様へお知らせ】 

本誌の総集編「陸運と安全衛生 Year Book」をお届けします 
陸災防は今般、会員事業場における労働災害防止活動に資するため、広報誌「陸運と安全衛

生」1 年分を 1 冊に取りまとめた「陸運と安全衛生 Year Book」を創刊し、全ての会員の皆様

に直接お届けさせていただくこととしました。冊子のお届けは、令和 2 年 10 月末を予定して

おります。 

なお、本冊子は今後毎年継続して陸災防会員の皆様にお届けすることとしております。 

本冊子を労働災害防止活動の推進にご活用いただければ幸いです。 

お問い合わせ先：陸災防本部広報課 TEL 03-3455-3857 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000667303.pdf
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陸災防では、フォークリフト運転技能講習修了者等を対象として、より安全で正確かつ迅速な

作業を評価・認定し、労働災害の防止に寄与することを目的として、平成 27 年度より、「フォー

クリフト荷役技能検定」を実施しています。 

令和 2 年度は、8 月 26 日（水）及び 9 月 16 日(水)に実施しました。当初、14 か所での開催を

予定していましたが、コロナ禍の影響により、キャンセルが多数出たこと、受検を控えられた方々

も多くいたため 4 か所を中止とし、10 か所での開催となりました。 

このような状況の中、ご参加いただいた皆様には心から感謝申し上げますとともに、参加が叶

わなかった方々には、是非次回のご受検をお待ちしています。 

各検定試験の実施結果は次のとおりです。 
 

１ 検定 1 級試験 

5 名が受検し、4 名が合格しました。  
受検者と合格者の概要（延べ数） 

科目別 

受検者 

検定 

合格者 

一部 

合格者 

学科 4名 
4名（80%） 1名 

実技 3名 
注：科目別受検者数は延べ数。一部合格は、学科又は実技のいずれかの

合格者数。 
 

２ 検定 2 級試験 

56 名が受検し、36 名が合格しました。  
受検者と合格者の概要 

科目別 

受検者 

検定 

合格者 

一部 

合格者 

学科 52名 
36名(64%) 12名 

実技 48名 
注：科目別受検者数は延べ数。一部合格は、学科又は実技のいずれかの合格者数。 
 

３ 各試験の総括 

学科試験 

学科試験の内容は、関係法令、走行装置、荷役装置、力学、荷役一般から出題しました。 

このうち、走行装置、荷役装置については比較的正答率が高かったものの、関係法令、力学、

荷役一般（荷役ガイドラインに関する設問）は誤解答が多く見受けられました。 

 陸災防ホームページでは、過去問を紹介していますので、是非、受検前の対策にお役立てい

ただければと思います。 

実技試験（点検試験・運転試験） 

実技試験のうち点検試験は、定められた点検項目の点検が、できる方とできない方の差がは

っきりしていました。また、標準時間オーバーにより減点となった方が散見されました。点検

は毎日の始業開始前点検でも上達しますので、是非お取り組みいただきたいと思います。 

 運転試験でも、標準時間を大幅に超えて減点されているケースが目立ちました。本検定の受

検に当たっては、コース及び運転操作に慣れていただくことが必要です。また、指差呼称の安

全確認ができていない方が多くいました。日頃から、安全確認を徹底しましょう。なお、減点

項目別では「フェンスへの接触」、走行操作時における「停止線での一旦停止位置不良」等、減

点点数の高い項目で指摘されているケースも目立ちました。フォークリフトの旋回特性、車両

【フォークリフト荷役技能検定について】 

令和２年度 
フォークリフト荷役技能検定試験実施結果について  

滋賀県での実技検定 
（関西地区では初の開催） 
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の感覚を的確に把握することが肝要です。 

運転コースレイアウトや運転試験動画は、当協会ホームページにて公表していますので、事

前に内容を確認の上、練習していただければと思います。 
 

４ 次回開催予定について 

来年度も検定を実施いたします。受検案内の詳細は、4 月頃にホームページに公表します。 

是非、多くの方々に当検定を受験いただきますとともに、今回、残念ながら不合格だった方、

学科・実技のいずれかに合格された方におかれましては、再度の受検をお待ちしています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

陸災防では、平成 27 年度より、フォークリフト運転技能講習修了者等を対象として、より安全

で正確かつ迅速なフォークリフトによる荷役作業を評価・認定し、労働災害の防止に寄与するこ

とを目的として、フォークリフト荷役技能検定を実施しています。 

このたび、フォークリフト荷役技能検定の利便性を高め、本検定を希望する企業のニーズに応

えるべく「フォークリフト荷役技能検定 2 級 出張試験」（出張試験）を実施いたします。これま

で、実施日、場所等の関係で技能検定を利用することが困難であった企業等からの申し込みをお

待ちしています。 

 

陸災防の運営スタッフ（審査員、事務職員）が、希望する企業等（以

下「企業等」といいます。）の施設（試験会場）に出張し、企業等の受

検者に検定 2 級試験を実施するものです。 

なお、試験会場は、企業等の施設を原則としますが、自前で試験会

場を用意できない場合は、最寄の陸災防支部の会場を借用し実施する

ことも可能です。 

 

 

次のすべての要件を満たすこと。 
 

１ 点検試験及び運転試験に使用する最大積載荷重 1 トン～1.5トンのカウンターバランスフ

ォークリフト（トルコン車）を各 1台、又は最大積載荷重 1 トン～1.5 トンのリーチフォー

クリフト（バッテリー車）を各 1台用意できること 

２ 当協会が定める運転試験コース（障害物の設置含む）を設定できること 

  なお、運転試験コースは、平坦で凹凸のない路面であること 

３ 積載荷重（500㎏）を用意できること 

４ 学科試験会場（会議室等）、審査員控室、集計室等試験実施に必要な施設を用意できること 

５ 出張試験受検予定者数が 1 回 10～20 人程度であること 

  上記人数を下回る場合若しくは上回る場合、又は試験科目免除者がいる場合は、別途協議 
 
 
本検定出張試験のお申し込み方法等の詳細は、陸災防ホームページでご案内しています。 

http://www.rikusai.or.jp 

出張試験の概要 

 
ご希望の施設でフォークリフト検定を実施します 

フォークリフト荷役技能検定 2 級 
出張試験 

 
 
 
 
 
 
 

のご案内 

 

 

実施要件 

http://www.rikusai.or.jp/
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 令和 2 年度安全衛生表彰等の受賞者を決定しましたのでご紹介いたします。受賞者の皆様おめ

でとうございます。 

なお、表彰式につきましては、本年は、11 月 12 日に都内にて執り行います。 
 

令和 2 年度安全衛生表彰等の受賞者の方々 
(敬称略) 

１ 安全衛生表彰 

事業場・団体表彰 

優良賞（14 事業場） 

茨 城 県 長生産業株式会社 

茨 城 県 額賀運輸有限会社 

群 馬 県 今井運送株式会社 

埼 玉 県 有限会社カクタス 

千 葉 県 千代田興業株式会社千葉営業所 

岐 阜 県 有限会社西濃重機工業所 

奈 良 県 株式会社いわれ 

奈 良 県 イヌイ急便株式会社 

島 根 県 来待運送有限会社 

島 根 県 有限会社島根急送 

徳 島 県 徳島トラック株式会社 

徳 島 県 川本運送有限会社 

熊 本 県 有限会社浜辺運送 

鹿児島県 有限会社宝船 

 

進歩賞（36 事業場） 

福 島 県 丸永運送株式会社 

福 島 県 相馬物流株式会社 

茨 城 県 常陽運送株式会社 

群 馬 県 小林運送有限会社 

埼 玉 県 三和運送有限会社 

千 葉 県 宮崎運送有限会社 

石 川 県 ヤマト運輸株式会社能美支店 

岐 阜 県 両備トランスポート株式会社滋賀支

店岐阜営業所 

愛 知 県 株式会社ダイヤライン 

愛 知 県 ヤマタツ商事株式会社 

愛 知 県 清好運輸株式会社 

愛 知 県 株式会社大照 

京 都 府 京成運輸株式会社 

鳥 取 県 有限会社大田商店 

鳥 取 県 オグラ建材運輸株式会社 

鳥 取 県 山陰すぎもと物流有限会社 

島 根 県 日本通運株式会社出雲支店 

島 根 県 稗田産業有限会社 

山 口 県 株式会社三共 

山 口 県 新十和運輸株式会社山口営業所 

山 口 県 興洋運輸株式会社 

山 口 県 金子運送有限会社 

徳 島 県 佐藤運送有限会社 

徳 島 県 日本託送株式会社 

香 川 県 株式会社大運組 

香 川 県 ミナトエクスプレス株式会社 

愛 媛 県 渡辺興業株式会社本社営業所 

愛 媛 県 株式会社ガイヤエクスプレス 

高 知 県 谷山運送有限会社 

福 岡 県 東港運輸株式会社 

福 岡 県 株式会社大窪商店 

熊 本 県 有限会社西野工業 

大 分 県 日豊運送株式会社 

宮 崎 県 北辰運輸株式会社 

鹿児島県 有限会社森運送 

沖 縄 県 大成通運株式会社 

 

団体賞（2 団体） 

埼 玉 県 陸災防埼玉県支部秩父分会 

広 島 県 陸災防広島県支部広島分会 

 

個人表彰 

功労賞（1 名） 

埼 玉 県 桶本  毅（桶本興業株式会社） 

 

功績賞（35 名） 

青 森 県 松山 信彦（東北商運株式会社） 

宮 城 県 門脇 正勝 

秋 田 県 藤原 秀行（日本通運株式会社秋田

支店秋田警送事業所） 

栃 木 県 佐藤 利春（株式会社真和物流サー

ビス） 

栃 木 県 半田 臣一（株式会社ウナン） 

埼 玉 県 新井 一夫（株式会社リュウオー） 

埼 玉 県 永井 保之（永井運輸株式会社） 

埼 玉 県 白井  威（白井運送株式会社） 

埼 玉 県 和田 拓也（和田運輸株式会社） 

埼 玉 県 加増利豊秋（株式会社東京アクティー） 

千 葉 県 加瀬 正義（有限会社旭陸送）  

千 葉 県 藤井 貞之（有限会社フジイルート

サービス） 

神奈川県 川延 克己（有限会社丸真運輸） 

神奈川県 立川 明彦（株式会社山立水産運輸） 

神奈川県 柴﨑 慎二（株式会社都市貨物輸送） 

神奈川県 櫛田 潔史（甲陽物流株式会社） 

富 山 県 立野 賢治（サンエツ運輸株式会社） 

山 梨 県 長田 一生（株式会社敷島陸送） 

山 梨 県 安藤 松男（株式会社キョウワ） 

静 岡 県 宮澤  寛（株式会社トレードトラ

スト） 
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静 岡 県 寺尾 栄一（清水長崎運輸株式会社） 

静 岡 県 今村 陽紀（今村運送有限会社） 

大 阪 府 大槻 淳一（共立運送株式会社） 

広 島 県 松田 悦二（株式会社東酪） 

広 島 県 牧尾 良二（志和貨物自動車株式会社） 

広 島 県 呉  正男（大竹双葉運輸株式会社） 

広 島 県 村上 虎生（松永運送株式会社） 

広 島 県 表  敏弘（備後通運株式会社尾道

支店） 

広 島 県 馬屋原有治（日神運輸株式会社） 

広 島 県 實光 広宣（広島急送株式会社） 

福 岡 県 中嶋 利文（株式会社西物） 

福 岡 県 岡田 義人（有限会社シティカーゴ） 

福 岡 県 渡辺  覚（長濱運送有限会社） 

大 分 県 髙橋 幸治（株式会社坂本砿業所） 

宮 崎 県 吉原 哲也（日向運輸株式会社） 

 

 
 

２ 永年勤続表彰 

30 年勤続（3 名） 

富 山 県 谷口 雅人（陸災防富山県支部） 

徳 島 県 小出 千尋（陸災防徳島県支部） 

本  部 緑川 政敏（陸災防） 

 

20 年勤続（1 名） 

千 葉 県 塙  昭男（陸災防千葉県支部海匝

分会） 

 

10 年勤続（5 名） 

富 山 県 大井 文子（陸災防富山県支部） 

静 岡 県 小林かおり（陸災防静岡県支部静岡

分会） 

本  部 遠藤  聡（陸災防） 

本  部 堀野 弘志（陸災防） 

本  部 中尾  陽（陸災防） 

 
 
 

３ 優良フォークリフト等運転者表彰（152 名）（支部別） 

北海道 

齋藤 晃啓 

蛯名 雅人 

青森県 

坂本 和彦 

藤田 昭光 

佐々木 浩

岩手県 

髙橋 正浩 

小原 慎也 

千葉 由功 

菊池 保臣 

山形県 

會田  功 

松本 俊司 

杉浦 義広 

寒河江敏彦 

福島県 

石川  信 

今野 一征 

佐川  猛 

安部 稔一 

渡辺 信裕 

志賀  武 

栃木県 

狐塚 弘幸 

野沢 剛士 

鈴木 宏昌 

大野 広一 

群馬県 

峯岸 和久

植野  勝 

中島 将大 

埼玉県 

佐藤 裕司 

會田 光好 

竹平 賢治 

福知  理 

千葉県 

田代 真也 

川崎  剛 

黒田 孝光 

西田 正吾 

坂入 良信 

島津 次郎 

小谷 安喜 

川端 一之 

竹田 鉄平 

時谷 和寛 

河野 泰久 

東京都 

和賀 賢一 

神奈川県 

三浦  敦 

吉岡 広之 

廣崎 宗久 

内海  毅 

三浦 英和 

松川 友樹 

内藤 幸悦 

富山県 

石井 博久 

藤崎  修 

江川  徹 

林  裕子 

木村 浩一 

石川県 

福尾 慎一 

中川 暢之 

成瀬 篤史 

細川 裕祐 

松原 功尚 

安村 隆弘 

中村 昭浩 

小倉 吉和 

福井県 

清水 昭博 

長野県 

片岡 秀之 

岐阜県 

渡邊  忠 

後藤  満 

𠮷田 一人 

安藤 昌治 

長江 真史 

加藤 友昭 

松田 伸治 

牧田 義美 

静岡県 

平内 宏純 

西谷 孝弘 

松永 倫彦 

愛知県 

田﨑 宏昭 

久野 裕治 

久野 敦史 

三重県 

今村 昌典 

今枝 亮一 

小宮 功大 

伊東 伸也 

岡本 有司 

辻󠄀  謙作 

京都府 

藤井 民夫 

嶋本 善仁 

井上 則章 

大阪府 

国安 克也 

尾藤 隆弘 

西田 栄治 

藤田 純一 

数藤 利一 

寺山 岳成 

大山  渉 

井口 直人 

矢野 博司

兵庫県 

上浦 真也 

奈良県 

辻󠄀中 陽一 

杉本 善広 

鳥取県 

谷口 友亮 

澤成 勇太 

山脇 卓巳 

杵築 清隆 

島根県 

和田 英司 

石橋  均 

石原 透雄 

岡山県 

津村  謙 

大賀 芳治 

長谷川敏樹 

平野真二郎 

広島県 

岡田 修治 

吉野  誠 

前元 良公 

石丸 範芳 

大歳健次郎 

遠藤 隆司 

梶村 真二 

中山 則行 

田内 良太 

山口県 

長戸 弘尚 

久我  学 

重村 定治 

須藤 崇徳 

徳島県 

森本 武嗣 

平井 昭則 

福永 隆之 

居敷 昭二 

和田 義広 

香川県 

中川 宏昭 

愛媛県 

酒井 勝史 

岩城 正和 

中村 優作 

村上 法正 

田中 秀夫 

井角 浩三 

光田 真人 

船田 慎一 

高知県 

小野  聡 

朝野 帆夢 

福岡県 

松本 圭介 

熊本県 

今村  茂 

奥村 和幸 

大分県 

赤嶺 卓也 

宮崎県 

坂本 雄一 

伊藤 真吾 

穂満 重樹 

鹿児島県 

福永 清春 

中島 隆暁 

春添 英史 

緑  美幸 

飯野 清治 

沖縄県 

松堂 直志 
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（第 8 回）

テーマ ｢職場の『メンタル不調』風景（その８）｣ 
ー 部下に指示後、「キーワード」を ー 

 

 
 

 

 
 

 

精神科医 夏目 誠    
今回は上司が部下への指示を伝えた後に、ひところ

付け加えれば、効果があるキーワードを紹介します。 

キーワード 
ぼちぼち ぼちぼちとね 

少しずつ 
 
産業医：部下に指示することが多いでしょう。そのと

きに、最後に「ぼちぼちとね」のキーワード

を使ってください。 

上司 ：やってみます。 

産業医：最後に、「ぼちぼちと…ね」と、付け加えるのです。部下がラクーな気持ちに、

なれますよ。 

上司 ：なるほど。 

 

キーワード 
ほどほど ほどほどにね  
産業医：部下に指示する場合に、「あなたの要求水準」を下げていきましょう。 

上司 ：わかりますが、ウ～ン、難しいなあ・・・。 

産業医：90⇒80⇒70 と段階的にね。 

上司 ：わかりますが・・・。 

産業医：90⇒80 の段階で、1 か月かかってもいいですよ。 

上司 ：わかりました。3 か月ならできそうです。やります。 

産業医：ぼちぼちとね。 

上司 ：90⇒70 は？ 

産業医：ほどほどにね。 

上司 ：なるほど、ほどほどか。意気込み過ぎても良くないか・・・ほどほどに。 

 

キーワード 
無理せずに 

無理しないようにね 
 

 

 

 

【連載Ⅰ】    
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産業医：部下への対応はいかがでしたか。 

上司 ：先生、80⇒70 が難しいですよ。 

産業医：わかります。最初の壁、ハードルですから。 

上司 ：ハードルを、何とか・・・。 

産業医：80⇒75 くらいにね。 

上司 ：やります。 

産業医：ハードルだから、無理はしないようにね。 

 

キーワード 
一歩からね 
一歩ずつの積み重ねだよ 

 

 

 

 

 

上司 ：部下への指示って、難しいですね。 

産業医：行動できるかどうかがポイントです。行動しなければ何も変わらないよ。 

上司 ：そうです。 

産業医：「千里の道も一歩から」と言うことわざがありますね。 

上司 ：知っていますよ。 

産業医：一歩ずつ、地道にね。 

上司 ：まず部下に「まず一歩からね、踏み出そうよ！」と言えば。 

産業医：そうそう。 

 

最後に、「マコトの一言」で締めさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（使用イラスト 秋吉、PIXTA） 

マコトの一言

部下に指示をす
る場合、「大事な
一言」がありま

すか？ ぼちぼち
ほどほどに
無理をせず
一歩ずつ

最後に言ってく
ださいね

秋吉｜夏目
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6 安全衛生推進者（第 12 条の 2） 

規模の大きな事業場については、安全管理者、

衛生管理者の選任などにより安全衛生管理体

制は比較的整備されていますが、中小規模の事

業場ではむしろ災害発生率が高いということ

もあり、安全衛生管理体制の整備が求められま

す。 

このため、中小規模の事業場では、安全衛生

推進者（業種によっては衛生推進者）を選任し、

事業場における安全衛生に係る業務を担当さ

せることとしたものです。 

なお、安全衛生推進者は、安全管理者又は衛

生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理

する者であるのに対して、安全衛生業務につい

て権限と責任を有する者の指揮を受けて当該

業務を担当する者であることに留意が必要で

す。 

⑴ 安全衛生推進者の選任 

陸運業では、労働者数が 10 人以上 50 人

未満の事業場に安全衛生推進者を選任しな

ければなりません。 

安全衛生推進者は、選任すべき事由が発

生した日（労働者数が 10 人以上 50 人未満

になった日）から 14 日以内に選任するす

るとともに、事業場に専属の者（例外：労

働安全コンサルタント、労働衛生コンサル

タント）を選任する必要があります。 

また、安全衛生推進者を選任したときは、

掲示等による周知が必要ですが、労働基準

監督署への報告は必要ありません。 

⑵ 安全衛生推進者の資格 

安全衛生推進者等の資格要件は、次のと

おりです。 

① 登録教習機関の行う安全衛生推進者

等の講習を修了した者 

② 安全衛生推進者等の業務を担当する

ため必要な能力を有すると認められる

次の者 

• 大学又は高等専門学校を卒業した者

で、その後 1 年以上安全衛生の実務に

従事した経験を有するもの 

• 高等学校又は中等教育学校を卒業し

た者で、その後 3 年以上安全衛生の実

務に従事した経験を有するもの 

  •  5 年以上安全衛生の実務に従事した

経験を有する者 

なお、②の場合は、選任時に能力向上教

育（初任時）を受けることが求められてい

ます。 

⑶ 安全衛生推進者の職務 

安全衛生推進者の職務については、安衛

法第 12 条の 2 に、次のように規定されて

います。 

第 10 条第 1 項各号の業務を担当させ

なければならない。 

第 10 条第 1 項各号の業務は、第 3 回で

説明しました総括安全衛生管理者に統括管

理させる次の職務です。 

なお、この職務について、安全管理者及

び衛生管理者には業務を管理させ、安全衛

生推進者には、業務を担当させるとしてい

ます。 

  一  労働者の危険又は健康障害を防止

するための措置に関すること。 

  二  労働者の安全又は衛生のための教

育の実施に関すること。 

  三  健康診断の実施その他健康の保持

増進のための措置に関すること。 

  四  労働災害の原因の調査及び再発防

止対策に関すること。 

  五  前各号に掲げるもののほか、労働災

害を防止するため必要な業務で、厚生

労働省令で定めるもの。 

この厚生労働省令で定めるものには、次

の事項が規定されています。 

 

 

 

① 安全衛生に関する方針の表明 

② リスクアセスメント及びその結果

に基づき講ずる措置 

③ 安全衛生に関する計画の作成、実

施、評価及び改善（ＰＤＣＡ） 

【連載Ⅱ】 安全衛生水準向上にお役立てください！ 
 

やさしく解説「労働安全衛生法」 
 

第 7 回 
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陸上貨物運送事業の労働災害の 70％は、トラ

ックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中

に発生しています。さらにその 70％は荷主等

（荷主、配送先、元請事業者等）の事業場で発生

しています。このため、厚生労働省では平成 25

年 3 月に「陸上貨物運送事業における荷役作業

の安全対策ガイドライン」を策定し、陸運事業

者及び荷主等それぞれの実施事項が示されまし

た。本年度は、この荷役ガイドラインをご理解

いただくための講習会を全国で行います。受講

料は無料です。 

この講習会は、荷主等の自社の労働者の労働

災害防止対策にも参考

となる墜落・転落災害、

フォークリフト、クレ

ーン、ロールボックス

パレット等による災害

防止に関する内容も含

まれています。荷主等の企業の皆様には積極的

なご参加をお待ちしています。 

講習会への参加を希望される方は、陸災防都

道府県支部にお申込みいただくようお願いいた

します。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。
 

 

都道府県 会場 都道府県 会場

北海道 11月26日 (木) 北海道トラック総合研修センター 静岡 1月19日 (火) 静岡県トラック協会研修センター

青森 11月16日 (月) 青森県トラック総合研修センター 三重 12月7日 (月) プラザ洞津

岩手 12月18日 (金) 岩手県トラック協会総合研修会館 京都 1月29日 (金) 京都アスニー

宮城 2月15日 (月) 卸町会館　大会議室 大阪 11月6日 (金) 大阪府トラック総合会館

秋田 10月13日 (火) 秋田県トラック協会研修センター 兵庫 1月 兵庫県トラック総合会館

山形 11月9日 (月) 山形県トラック総合会館 奈良 11月26日 (木) 奈良県トラック会館

福島 7月16日 (木)
福島県トラック協会

県中研修センター
鳥取 11月17日 (火) 新日本海新聞社　中部本社ホール

福島 2月17日 (水)
福島県トラック協会

県中研修センター
広島 11月30日 (月) 広島県トラック総合会館

茨城 10月28日 (水) 茨城県トラック総合会館 山口 11月5日 (木) 山口県トラック協会研修会館

栃木 12月9日 (水) 栃木県トラック協会 香川 1月25日 (月) 香川県トラック総合会館

埼玉 12月4日 (金) 東部従業員サービスセンター 愛媛 12月11日 (金)
愛媛県トラック

総合サービスセンター

新潟 3月8日 (月)
新潟県トラック総合会館

６階会議室
福岡 11月20日 (金) リファレンス駅東ビル

富山 10月16日 (金) 富山県トラック会館 佐賀 11月26日 (木) 佐賀県トラック協会

石川 2月25日 (木) 石川県トラック会館 長崎 11月10日 (火) 長崎県トラック協会研修会館

福井 10月26日 (月) 福井県トラック総合研修会館 鹿児島 11月18日 (水) 鹿児島サンロイヤルホテル

山梨 10月22日 (木) 調整中 沖縄 10月23日 (金) 九州沖縄トラック研修会館

長野 10月19日 (月) 上小トラック研修会館

「荷役作業安全ガイドライン講習会(荷主向け)」開催日程
開催日 開催日

右の都道府県につきましては、開催終了しております。 滋賀、熊本、大分、宮崎

群馬、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、和歌山、

島根、岡山、徳島、高知
右の都道府県につきましては、開催決定次第ご案内いたします。

 
【受講料無料】厚生労働省補助事業   

荷役作業安全ガイドライン講習会(荷主向け)のご案内 
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会社概要 

弊社は 1937 年創業のコンサルティング・企

画エンジニアリング・設計・製作・施工・アフ

ターサービスまで一貫したサポート体制で、

モノを動かす“マテリアルハンドリングシス

テム”の多様な要素を組み合わせ、様々な分野

において最適・最良のソリューションを提供

する総合物流システムメーカーです。 

市場ごとに特化したシステム・機器を開発・

生産、また設備納入後の安定稼働・長期使用を

図るための多彩なサービスを提供しております。 
 

担当業務 

私の担当業務は、事業部内の社員、パートナ

ー会社の方々に、マナー、資格取得の為の勉強

会、各種特別教育等の安全衛生教育を専門に

行っている部署に所属しており、主に特別教

育の講師を業務としております。 
 

受講の経緯 

今回の受講に関して、以前より自部門での

車両系荷役運搬機械や荷の積み卸しに関する

作業指揮者の選任に関して指導はしておりま

した。 

しかし、安全衛生に関しもう一歩踏み込ん

だ形の専門的な講習が自部門で開催できない

かと模索していたところ、偶然仲間の講師か

ら今回のインストラクター講習があることを

教えていただき社内で検討したところ、車両

系荷役運搬機械と荷の積み卸しに関する作業

指揮者講習を自部門で開催しようということ

になり、弊社教育研修センターの滋賀、愛知、

埼玉に在籍する現役講師 4 名で参加させてい

ただきました。 
 

講座を受講して 

本講座は令和 2 年 7 月 13 日～7 月 16 日ま

で、4日間のカリキュラムで開催されました。 

コロナ禍の折、開催が危ぶまれましたが、受

講生 10 名がソーシャルディスタンスの確保、

飛沫防止対策等様々な感染予防対策が施され

た中で開催され、安心して受講することがで

きました。講習開催にご尽力いただいた関係

者の方々に心より感謝いたします。ありがと

うございました。 

さて、講習についてですが、ご指導いただい

た講師は皆スペシャリストで、講習内容も具

体的で説得力のある魅力的なもので、たいへ

ん勉強になりました。 

講習内容については、フォークリフト運転従

業務事者安全衛生教育から始まり、陸上貨物運

送事業の安全に関する知識、関係法令、災害事

例等、今まで受講した様々なインストラクター

講習とは違う切り口から教えていただき、今後

の安全衛生講習の内容に大きな影響を与える

内容であったことは間違いありません。 

また、リスクアセスメントのグループ討議

では、様々な企業から参加された受講生の皆

様が見つける危険ポイントやリスクに対する

感性と、洗い出された危険に対し的確な安全

対策を考えておられ、その知恵と知識の広さ

に「さすが皆さんプロだな」と感心させられる

ことばかりでした。 
 

まとめ 

 弊社の工場や建設現場にも毎日様々な物が

毎日の様に運ばれてきます。そこにはフォー

クリフトなどの重機を使いトラックへ荷を積

み、荷卸しをする作業者がいます。その作業者

が、仲間が労働災害の被災者となったら、被災

者本人のみならずその家族をも巻き込んでし

まいます。 

そのような悲惨な労働災害を発生させない

ために作業指揮者に選任された人が自ら考え

実行する知恵と知識を得るための講習。 

その講習を開催する為には必要不可欠で有

意義なインストラクター講習であったと私は

感じています。また、講師は常に最新の情報を

入手し、それを正確に受講生に伝えていかな

ければなりません。 

その一つが今回の講習であることは間違い

ありません。 
 

最後に 

今回タイトルにしました「安全衛生活動に

「安全衛生教育講師（インストラクター）養成講座」を受講して 

安全衛生活動に企業の垣根はない 
株式会社ダイフク イントラロジスティクス事業部 教育研修センター 古居正志 
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企業の垣根は無い。」の言葉は、中央労働災害

防止協会の大阪安全衛生教育センターで講師

をされていた金谷講師の言葉です。 

この講師の元に様々な企業、業種の現役講

師が集い、金谷塾と言う講師グループを結成

しました。その金谷塾のポリシーをタイトル

とさせていただきました。 

理由は、今回のインストラクター講習もタ

イトル同様、様々な企業からそれぞれの立場

で「労働災害を無くしたい！」と言う同じ目的

を持った受講生が集まって寝食を共に 4 日間

学ぶものであり参加している受講生の心の中

に企業の垣根は無いからです。 

今後もこの言葉を胸に「労働災害ゼロ」を目

指して現場で使える安全衛生教育を行ってま

いります。 

ご安全に！！

 

 

【厚生労働省からのお知らせ②】 

地域別最低賃金額が改定されました 
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改訂され、10 月 1 日から順次発

効します。 

○ 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。 

○ 最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわら

ず、すべての労働者に適用されます。 

○ 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法に

よって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。 

○ 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金（上限 50 万円）が科せられる場

合があります。 

○ 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。 

○ 中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金の支給を行ってお

ります。詳細は、厚生労働省 HP の検索画面または検索エンジンから「業務改善助成金」で検

索してください。 

 

都道府県名 時間額 発効年月日 都道府県名 時間額 発効年月日 都道府県名 時間額 発効年月日

北海道 861円 元.10.03 石川 833円 2.10.07 岡山 834円 2.10.03

青森 793円 2.10.03 福井 830円 2.10.02 広島 871円 元.10.01

岩手 793円 2.10.03 山梨 838円 2.10.09 山口 829円 元.10.05

宮城 825円 2.10.01 長野 849円 2.10.01 徳島 796円 2.10.04

秋田 792円 2.10.01 岐阜 852円 2.10.01 香川 820円 2.10.01

山形 793円 2.10.03 静岡 885円 元.10.04 愛媛 793円 2.10.03

福島 800円 2.10.02 愛知 927円 2.10.01 高知 792円 2.10.03

茨城 851円 2.10.01 三重 874円 2.10.01 福岡 842円 2.10.01

栃木 854円 2.10.01 滋賀 868円 2.10.01 佐賀 792円 2.10.02

群馬 837円 2.10.03 京都 909円 元.10.01 長崎 793円 2.10.03

埼玉 928円 2.10.01 大阪 964円 元.10.01 熊本 793円 2.10.01

千葉 925円 2.10.01 兵庫 900円 2.10.01 大分 792円 2.10.01

東京 1,013円 元.10.01 奈良 838円 2.10.01 宮崎 793円 2.10.03

神奈川 1,012円 2.10.01 和歌山 831円 2.10.01 鹿児島 793円 2.10.03

新潟 831円 2.10.01 鳥取 792円 2.10.02 沖縄 792円 2.10.03

富山 849円 2.10.01 島根 792円 2.10.01

令和2年度地域別最低賃金改定状況
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昨今、高年齢労働者の就労が一層進んでおり、60 歳以上の労働災害も増加傾向にあります。

この現状を受け、厚生労働省では、令和 2 年 3 月に「高年齢労働者の安全と健康確保のための

ガイドライン」が策定しました。このセミナーでは、高年齢者の災害の現状、行動特性、災害事

例などを紹介し、陸運業において高齢者の労働災害防止対策をどのように進めていくかを提案

します。 

また、陸運業の労働災害で、墜落・転落に次いで多い災害は、トラック荷台等での荷崩れによ

るものとなっています。①積み付け・固縛機器の取扱い、②荷締め機の不備による災害事例及び

その対策、③荷役作業ガイドラインについて解説します。 

全国で開催します。皆さまには積極的なご参加をお待ちしています。  
「高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー」のご案内 

 内 容  高年齢労働者の労働災害防止対策について 

トラック荷台での積荷の安全、適切な固定・固縛作業について 

 定 員  約 50 名(先着順)  

 参加費  無料 

 申込方法  陸災防都道府県支部へご連絡ください。 

 

都道府県 会場 都道府県 会場

北海道① 11月27日 (金) 旭川地区トラック研修センター 静岡 10月20日 (火) 静岡県トラック協会研修センター

北海道② 1月25日 (月) 函館地区トラック研修センター 三重 1月28日 (木) 三重県トラック会館

岩手 1月25日 (月) 岩手県トラック協会総合研修会館 滋賀 1月26日 (火) 滋賀県トラック総合会館

宮城 1月18日 (月) 卸町会館　中ホール 京都 10月28日 (水) 京都テルサ

秋田 1月19日 (火) 秋田県トラック協会研修センター 奈良 10月26日 (月) 奈良県トラック会館

山形 11月10日 (火) 山形県トラック総合会館 鳥取 10月20日 (火) 新日本海新聞社　中部本社ホール

福島 11月6日 (金)
福島県トラック協会

県中研修センター
山口 10月16日 (金) 山口県トラック協会研修会館

茨城 2月頃 茨城県トラック会館 徳島 12月9日 (水) 徳島県トラック会館

栃木 12月10日 (木) 栃木県トラック協会 香川 2月9日 (火) 香川県トラック総合会館

埼玉 11月4日 (水) 埼玉県トラック総合会館 愛媛 2月5日 (金)
愛媛県トラック

総合サービスセンター

千葉 1月28日 (木) 千葉県トラック会館 高知 11月27日 (金) 調整中

東京 11月11日 (水) 調整中 福岡 10月12日 (月) リファレンス駅東ビル

新潟 1月14日 (木)
新潟県トラック総合会館

６階会議室
佐賀 2月12日 (金) 佐賀県トラック協会

石川 1月27日 (水) 石川県トラック会館 長崎 1月26日 (火) 長崎県トラック協会研修会館

山梨 10月23日 (金) 調整中 熊本 1月15日 (金) 調整中

長野 10月20日 (火) 長野県トラック会館 大分 2月2日 (火)
大分県トラック会館

5階「大会議室」

岐阜 1月25日 (月) 岐阜県自動車会館 沖縄 1月22日 (金) 九州沖縄トラック研修会館

右の都道府県につきましては、開催終了しております。 富山、福井、大阪、兵庫、広島、宮崎、鹿児島

「高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー」開催日程

開催日 開催日

青森、群馬、神奈川、愛知、和歌山、島根、岡山右の都道府県につきましては、開催決定次第ご案内いたします。

高年齢労働者に配慮した陸運業のための 

労働災害防止対策セミナー（受講料:無料） 

～トラック荷台からの～ 
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陸運業での死傷災害の約 3 割をトラック荷

台等からの墜落・転落が占めています。とりわ

け荷台から降りるときに多く、これらは死亡に

至る危険性も高く、安全対策を徹底する必要が

あります。 

今回取り上げた災害は、荷台からの転落災

害の典型的な事例です。被災者死亡の重大な

結果を招いたものですので、以下検証します。 

１ 事業の種類：一般貨物自動車運送業 

（労働者数：法人約 130名、所属営業所 10名） 

２ 発生月時：11 月 午前 3 時頃 

３ 被災者：ドライバー（59 歳、経験 17 年） 

４ 傷病の程度：頭部急性硬膜下血種（死亡） 

５ 災害発生状況 

• 被災者の業務は、2 トンバン型車に乗務

し、担当配送コースに食品の巡回配送を行

うもの。 

午前 2 時から 8時迄の間で担当地域の 10

店舗に納品配送を行うべく、一人乗務で出

発した。 

• 午前 3 時、2 店舗目である配送先に到着

後、店舗倉庫前にトラックを停め、倉庫内

に保管されていた前回納品時の空ケースを

回収しトラックに載せ、次に当日分の商品

を納入するため荷台の中で商品を積んだケ

ースを整理してからケースを持たずに荷台

から地面に降りようとした。 

• 被災者は荷台側を向いた姿勢となり、左

手でドアグリップを掴んだ後、左足をリヤ

ステップ（地上高 38 ㎝）に降ろそうとした

が、これを踏み外し、体勢を崩して転落、

頭部を地面コンクリートに強打させた。 

• 約 1 時間経過後に他社のトラック運転者

に倒れているところを発見され、病院に搬

送されたが、その後死亡が確認された。 

• 保護帽（ヘルメット）は着用していなか

った。 

注：倉庫内部・外部に設置された防犯カメ

ラ映像が残っており、行動詳細が判明

している。 

６ 背景要因 

 被災者は社内での職位が昇格したこと等に

より管理業務が増加し、配送業務に就くことが

ここ数年は稀となっていた。 

今回の乗務は、社内で退職者が出たことによ

り穴埋めとして事故 3 日前から担当に入り、

当日は 4 回目の乗務。過去 3 回は同乗者がい

たため、単独では事故当日が初めてであった。 

７ 原因と対策 

⑴ 荷台への昇降 

このバン型車にはリヤステップやリヤ

ドア面グリップが設けられていましたの

で、荷台から降りる際は、荷台内側を正面

に見て後ろ向き、グリップを持ったままス

テップに足をかける順序で、三点支持を確

実に確保する必要があります。 

経験年数にかかわらず、定められた安全

な乗降方法を確実に行わせるよう、繰り返

しての社内教育を徹底すべきです。 

本件の場合、ステップを踏み外しており、

確実な励行とともに、リヤステップ部を網

状にするなどの対策も有効です。 

⑵ 保護帽の着用 

会社の社内規定では荷台上の荷役作業

は保護帽を着用することとされていまし

たが、被災者は無帽でした。過去 3 回の二

人乗務中はどうだったのか、社内全般に保

護帽の着用が有名無実化していたのか、こ

の辺りを究明する必要はありますが、確実

に着用させることで、不測の墜落転落によ

る被害の軽減が見込めます。 

⑶ 運行管理 

被災者が災害発生当日に担当していた

配送コースは、試走等を経て各店舗への到

着予定時刻が厳しいと評価されていた経

緯があったものの、見直しが行われていま

せんでした。 

被災者が高齢でかつ久方ぶりの担当乗

務であったことからすれば、無理な運行計

画が注意力の欠如や不安全行動を招いた

可能性も残ります。 

８ まとめ 

この死亡事故事例では、「必ず保護帽を着用

して荷役作業を行う」ことの重要性がうかが

 
トラック荷台からの墜落転落、昇降時の

三点確保の励行と保護帽着用の徹底を！ 

 災害事例 
と 

その対策 
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われます。「あご紐を確実に締める」「劣化や

破損したものは使わない」「耐用年数を守る」

の他、必ず「墜落時保護用」を使用すること

が肝要です。保護帽は着用していても、これ

が「飛来・落下物用」であることをよく見か

けます。荷役作業では、墜落転落時の頭部外

傷や骨折を防ぐために、帽体内部に衝撃吸収

ライナーを備えた墜落時保護用の保護帽を着

用しましょう。 

 

 

 

 

 

 
 
                                     令和 2 年 9 月 7 日現在 

 
資料出所：厚生労働省   

 

                                    令和 2 年 9 月 7 日現在 

 
 

                                   令和 2 年 9 月 7 日現在 

 
(注） 上記 2表の右端の列の「その他」は、「墜落・転落」～「交通事故（その他）」以外をまとめたもの 

詳細は、陸災防ホームページ http://www.rikusai.or.jpに掲載 

 

第5種（15年間） ・押田運送有限会社 千葉県支部 ・株式会社キャリックス 岐阜県支部

第4種（10年間） ・京成運輸株式会社 京都府支部 ・有限会社サンラインコーポレーション 岐阜県支部

・新東運輸有限会社 岐阜県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔令和2年9月〕

第1種（ 3年間）

死亡者数 構成比 死亡者数 構成比 増減数 増減率 死傷者数 構成比 死傷者数 構成比 増減数 増減率

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

全 産 業 442 100.0 486 100.0 -44 -9.1 68,870 100.0 69,029 100.0 -159 -0.2

製 造 業 72 16.3 79 16.3 -7 -8.9 14,347 20.8 15,184 22.0 -837 -5.5

鉱 業 3 0.7 3 0.6 0 0.0 112 0.2 116 0.2 -4 -3.4

建 設 業 154 34.8 155 31.9 -1 -0.6 8,311 12.1 8,464 12.3 -153 -1.8

交通運輸業 6 1.4 7 1.4 -1 -14.3 1,564 2.3 1,787 2.6 -223 -12.5

陸上貨物運送事業 45 10.2 52 10.7 -7 -13.5 8,989 13.1 8,801 12.7 188 2.1

港湾荷役業 2 0.5 5 1.0 -3 -60.0 198 0.3 245 0.4 -47 -19.2

林 業 24 5.4 25 5.1 -1 -4.0 766 1.1 773 1.1 -7 -0.9

農業、畜産・水産業 20 4.5 16 3.3 4 25.0 1,679 2.4 1,518 2.2 161 10.6

第三次産業 116 26.2 144 29.6 -28 -19.4 32,904 47.8 32,141 46.6 763 2.4

令和2年1月～8月 令和元年1月～8月

[速報値]
対元年比較

[速報値]

死亡 死傷

[速報値] [速報値]
対元年比較

令和2年1月～8月 令和元年1月～8月

合計 墜落・転落 転倒 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

その他

全 産 業 442 112 12 20 32 36 66 91 4 69

製 造 業 72 15 3 5 6 6 19 0 0 18

建 設 業 154 54 2 9 15 11 18 23 1 21

交 通 運 輸 業 6 1 0 0 0 1 1 2 0 1

そ の 他 165 31 7 5 8 18 20 48 2 26

陸上貨物運送事業 45 11 0 1 3 0 8 18 1 3

同上対前年増減 -7 1 -1 -3 1 -4 4 -5 1 -1

合計 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

動作の反動・

無理な動作
その他

陸上貨物運送事業 8,989 2,528 1,483 695 389 264 431 941 394 11 1,567 286

同上対前年増減 188 49 74 19 -2 -6 -60 -32 -72 3 216 -1

業種別労働災害発生状況 (令和 2 年速報) 

業種、事故の型別死傷災害発生状況 （令和 2 年 1 月～8 月） 

項目 

項目 

項目 

業種 

業種 

業種 

業種、事故の型別死亡災害発生状況 （令和 2 年 1 月～8 月） 
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［ＤＶＤ］ 
ロールボックスパレット 
を安全に使用するためのルール 

11分／頒価 770円(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 

ロールボックスパレット作業教育担当者テキスト           
A4判／40頁／頒価 770円(税込) 

 
ロールボックスパレット及びテールゲートリフターは、物流の効率化や作業

者の負担軽減などに貢献する人力荷役機器・装置の一つで、陸運業におい
ても多く利用されていますが、近年これらに起因する労働災害が多く発生し
ています。 
今般、(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の大西明宏

先生の監修により作成したテキストをロールボックスパレットと同時に使用さ
れることが多いテールゲートリフターの取扱方法等の詳しい解説を追加し、改訂本として発刊し、販売
（770円(税込）)することといたしましたので、ご案内いたします。 
なお、本教育用の補助教材として DVD「ロールボックスパレットを安全に使用するためルール」（11

分 ７７０円(税込)）をご用意いたしましたので、併せてお申し込みください。 

テキストと DVD をセットでお買い求めいただきますと、770 円＋770 円＝1,540 円のところ、セ

ット価格 1,320 円(税込)にて販売いたします。 
 

 

  

【ロールボックスパレットテキスト、DVD ビデオのご案内】 

「ロールボックスパレット作業教育担当者テキスト」（改訂版）、 

DVD「ロールボックスパレットを安全に使用するためルール」 

を発売中です！ 

申込者名
（請求先）
所在地 〒
及び ☎　

担当者名 FAX
数量

FAX 03-3453-7561

お支払い方法は、後払い又は代金引換とさせていただきます。
下記番号へFAXにてお申込みください。当協会から発送料込みの総合計額等をご連絡いたします。

お問い合わせ電話番号：03-3455-3857

申込書

【通信欄】
商品発送先等が異なる
場合の住所・電話番号等

お支払い方法 □後払い　　　□代金引換

品名
　　□ ロールボックスパレット作業教育担当者テキスト
　　□ [DVD]ロールボックスパレットを安全に使用するためルール
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【フォークリフト安全教育 DVD①】 
「フォークリフトによる安全な荷役運搬作業」 

フォークリフトによる荷役運搬作業について、安全な運転方法

を映像とナレーションで示すことにより、より安全な操作を確

認できます。 

また、厚生労働省が示す「フォークリフト運転業務従事者安全

衛生教育」を実施するときの補助教材としての活用いただけます。 

            約 23 分 11,000 円（税込） 
  

【フォークリフト安全教育 DVD②】 
「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」 

「労働安全衛生規則第 151 条の 25（点検）」により定められて

いるフォークリフトの作業開始前点検を実際の点検の様子を映

した映像とナレーションにより分かりやすく紹介しています。 

            約 26 分 11,000 円（税込） 
  

【はい作業安全教育 DVD】 
「はい作業の安全」 
■ 災害発生の仕組み 

■ はい作業の基本 

■ 荷役運搬機械によるはい付け 

はい崩しの安全作業 

■ 異常発見時の措置 

   約 21 分 11,000 円（税込） 
 

【安全ＤＶＤビデオのご案内】 

陸災防 DVD ビデオのご案内 
～ 複数枚購入で割引 ～ 

 

複数枚購入 

割引 

のご案内 

 

3 枚以上の 

ご注文で

20%OFF!! 

 

2 枚の 

ご注文で

10%OFF! 

(19,800 円) 

 

DVD の 

組み合わせ 

は自由です! 

 

年 月 日
申込者名
（請求先）
所在地 〒
及び ☎　

担当者名 FAX

陸災防 DVDビデオ申込書
申込年月日

【通信欄】
商品発送先等が異なる
場合の住所・電話番号等

お支払い方法 □後払い　　　□代金引換

　　□フォークリフトの作業開始前点検の進め方
　　□フォークリフトによる安全な荷役運搬作業

FAX 03-3453-7561

お支払い方法は、後払い又は代金引換とさせていただきます。

品名 数量
　　□はい作業の安全

下記番号へFAXにてお申込みください。当協会から発送料込みの総合計額等をご連絡いたします。
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陸災防広報誌を E メールでお届けします。 

ご登録は、陸災防ホームページからの登録またはファックスするだけです。 

STEP1 次の登録申込書に必要事項をご記入ください。 

STEP2 申込書をこのまま FAX してください(FAX 番号 03-3453-7561)。 
  

陸災防の広報誌 お届け先 登録申込書     FAX ０３－３４５３－７５６１ 

 

(注) 次のURL から「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/ 
登録完了のメールをお送ります。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。 
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利用させていた

だきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。 

 

 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防）の広報誌 

｢陸運と安全衛生｣のご案内 
 

お届けする広報誌の内容 

  陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を毎月 10 日にお届けします。 

陸災防会員事業場の安全衛生活動内容の紹介、災害事例などを掲載しています。 

安全と健康に関する様々な情報（厚生労働省情報など）をお届けします。 

検定、研修会、講座の開催をご案内します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 本部 業務部 広報課 

TEL 03-3455-3857 FAX 03-3453-7561 

 

事業場名または 

個人名 
 

都道府県  陸災防 会員の別 □会員  □非会員 
(賛助会員含む) 

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

このサービスは、陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を E メールにて
お届けするものです。登録料、購読料などは不要です。 

ご登録いただいていない皆様、安全衛生情報源としてぜひご活用くだ
さい。 

また、ご登録済みの方は、同僚、取引先の皆様へ広報誌をご紹介くだ
さい。 

広報誌のご案内

ありがとうござ

い 

 

FAX 
登録方法 

 


